
 

令和７年  第４回 

福岡市城南区選挙管理委員会 

令和７年３月５日(水)  

午前 10 時 00 分から   

１ 議  題 

(1)選挙人名簿から抹消する者について (議案第 18 号) 
(2)選挙人名簿に登録する者について (議案第 19 号) 
(3)福岡県知事選挙における投票所の指定について (議案第 20 号) 
(4)福岡県知事選挙における開票の場所及び日時について (議案第 21 号) 
(5)福岡県知事選挙における開票立会人を定めるくじを行

う場所及び日時について 
(議案第 22 号) 

(6)福岡県知事選挙における開票立会人を定めるくじの方
法について 

(議案第 23 号) 

(7)福岡県知事選挙における投票管理者及びその職務代理
者の選任について 

(議案第 24 号) 

(8)福岡県知事選挙における投票立会人の選任について (議案第 25 号) 
(9)福岡県知事選挙における開票管理者及びその職務代理

者の選任について 
(議案第 26 号) 

 

 

 

２ そ の 他 

 (1)次回以降の委員会日程について（予定） 

令和７年３月６日(木)    午後６時 00 分から 

令和７年３月 20 日(木)   午後６時 00 分から 

令和７年３月 23 日(日)   午前 10 時 00 分から 

 本文中の略語表記について 

  法…公職選挙法  令…公職選挙法施行令 
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議題 (1) 
議案第 18号 
 
   選挙人名簿から抹消する者について 
 
 
 選挙人名簿から次の者を抹消する。 
 
 
  令和７年３月５日 
 
                   福岡市城南区選挙管理委員会 
                    委 員 長  古  賀   勉 
 
１ 抹消する者の数         36人 
  内訳 死亡者          31人 
     市外転出者         5人 
 
２ 抹消する者の氏名等     別紙のとおり 
 
３ 抹消年月日         令和７年３月５日 
 
 
 
 
 
 
（根拠） 
・議決  公職選挙法第 28条の規定による。 
 

○公職選挙法（抜粋） 

  （登録の抹消） 

第 28 条 市町村の選挙管理委員会は、当該市町村の選挙人名簿に登録されている者について次

の場合に該当するに至つたときは、これらの者を直ちに選挙人名簿から抹消しなければならな

い。この場合において、第３号の場合に該当するときは、その旨を告示しなければならない。 

 (1) 死亡したこと又は日本の国籍を失つたことを知つたとき。 
 

 (2) 
＜※１＞

前条第１項の表示をされた者が当該市町村の区域内に住所を有しなくなつた日後４箇月

を経過するに至つたとき。 

 (3) 登録の際に登録されるべきでなかつたことを知つたとき。 

 

＜※1＞法第 27条（要旨） 

 市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿に登録されている者が選挙権を有しなくなつたこと又

は当該市町村の区域内に住所を有しなくなつたことを知つた場合には、直ちに選挙人名簿にその

旨の表示をしなければならない。 
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（参 考） 

 

 

 

  抹消の基準日   令和７年３月５日 

 

 

１ 死亡者 

              令和７年３月４日までに区長から通知を受けた死亡者 

 

２ 市外へ転出後４箇月を経過した者 

              令和６年 11月４日までに市外へ転出した者 

 

３ 抹消の内訳                                           (人) 

区 分 男 女 計 

死亡者 13 18 31 

転出者 4 1 5 

計 17 19 36 
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議題 (2) 
議案第 19号 
 
   選挙人名簿に登録する者について 
 
 
 令和７年３月５日現在において選挙人名簿に登録される資格を有する者を、次のとおり選挙人
名簿に登録する。 
 
 
  令和７年３月５日 
 
                  福岡市城南区選挙管理委員会 
                   委 員 長  古  賀   勉 
 
１ 登録する者の数     113人 
 
２ 登録する者の氏名等  別紙のとおり 
 
３ 登録年月日      令和７年３月５日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（根拠） 
・議決  公職選挙法第 22条第３項の規定による。 
 

○公職選挙法（抜粋） 

 （登録） 

第 22条  

３ 市町村の選挙管理委員会は、選挙を行う場合には、政令で定めるところにより、当該選挙

に関する事務を管理する選挙管理委員会が定める日（選挙時登録の基準日）現在により、当該

市町村の選挙人名簿に登録される資格を有する者を当該選挙時登録の基準日に選挙人名簿に登

録しなければならない。 
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議題 (3) 
議案第 20号 
 

   福岡県知事選挙における投票所の指定について 

 

令和７年３月23日執行予定の福岡県知事選挙における城南区の各投票区の投票所を次のように

指定し、告示する。 

 

令和７年３月５日 

福岡市城南区選挙管理委員会 

                      委 員 長  古 賀   勉 

 

各投票区の投票所 

   別紙のとおり 

 

 

 

 

 

 

（根拠） 

・議決 公職選挙法第39条の規定による。 

・告示 公職選挙法第 41条第１項の規定による。 

 

○公職選挙法（抜粋） 

（投票所） 

第 39条 投票所は、市役所、町村役場又は市町村の選挙管理委員会の指定した場所に設ける。 

 （投票所の告示） 

第 41条 市町村の選挙管理委員会は、選挙の期日から少なくとも５日前に、投票所を告示しな 

ければならない。 
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議題 (4) 
議案第 21号 

 

   福岡県知事選挙における開票の場所及び日時について 

 

令和７年３月23日執行予定の福岡県知事選挙における城南区開票区の開票の場所及び日時を次 

のように定め、告示する。 

 

令和７年３月５日 

福岡市城南区選挙管理委員会 

                      委 員 長  古 賀   勉 

 

１ 場所 福岡市城南区別府六丁目14番22号 

福岡市立城南体育館 

２ 日時 令和７年３月23日 午後９時15分から 

 

 

 

 

 

 

（根拠） 

・議決  公職選挙法第 63条の規定による。 
・告示  公職選挙法第 64条の規定による。 

 

○公職選挙法（抜粋） 

（開票所の設置） 

第 63条 開票所は、市役所、町村役場又は市町村の選挙管理委員会の指定した場所に設ける｡ 

 （開票の場所及び日時の告示） 

第 64条 市町村の選挙管理委員会は、予め開票の場所及び日時を告示しなければならない｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

議題 (5) 
議案第 22号 

 

   福岡県知事選挙における開票立会人を定めるくじを行う場所及び日時について 

 

令和７年３月23日執行予定の福岡県知事選挙につき、城南区開票区において開票立会人を定め

るくじを行う場合のくじを行う場所及び日時を次のように定め、告示する。 

 

令和７年３月５日 

福岡市城南区選挙管理委員会 

                       委 員 長  古 賀   勉 

 

 

１ 場所 福岡市城南区鳥飼六丁目１番１号 

     福岡市城南区選挙管理委員会事務局 

 
２ 日時 令和７年３月 20日 午後６時から 
 
 
 
 
 

（根拠） 

・議決及び告示  公職選挙法第 62条第６項の規定による。 

 

○公職選挙法（抜粋） 

（開票立会人） 

第 62条 

６ 第２項
＜※１＞

、 第４項
＜※２＞

または 前項
＜※３＞

の規定によるくじを行うべき場所及び日時は、市町村の選挙

管理委員会において、予め告示しなければならない。 

 
＜※１＞法第 62条第２項（要旨） 

 前項
＜※４＞

の規定により届出のあつた者が、10 人を超えないときは直ちにその者をもつて開票立会

人とし、10 人を超えるときは届出のあつた者の中から市町村の選挙管理委員会がくじで定めた

者 10人をもつて開票立会人としなければならない。 

 
＜※２＞法第 62条第４項（要旨） 

 届出のあつた者で同一の政党等に属する公職の候補者の届出にかかるものが３人以上あると
きは、その者の中で選挙管理委員会がくじで定めた者２人以外の者は、開票立会人となることが

できない。 
 

＜※３＞法第 62条第５項（要旨） 
 開票立会人が定まつた後、同一の政党等に属する公職の候補者の届出にかかる開票立会人が３

人以上となつたときは、選挙管理委員会がくじで定めた者２人以外の者は、その職を失う。 
＜※４＞法第 62条第１項（要旨） 

 公職の候補者は、当該選挙の各開票区における選挙人名簿に登録された者の中から、本人の承
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諾を得て、開票立会人となるべき者１人を定め、その選挙の期日前３日までに、市町村の選挙管

理委員会に届け出ることができる。 
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議題 (6) 
議案第 23号 

 

   福岡県知事選挙における開票立会人を定めるくじの方法について 

 

令和７年３月23日執行予定の福岡県知事選挙につき、城南区開票区において開票立会人を定 

めるくじを行う場合の方法を次のように定める。 

 

令和７年３月５日 

福岡市城南区選挙管理委員会 

                       委 員 長  古 賀   勉 

 

１ 開票立会人となるべき者として届出があった者が10人を超える場合 

⑴ くじはくじ棒により行う。 

⑵ 開票立会人となるべき者の届出順位をその者の固有番号とする。 

⑶ くじは開票立会人となるべき者の固有番号と同じ数値を記載したくじ棒をくじ箱に入れ、くじ

箱から10本のくじ棒を取り出し、そのくじ棒に記載された数値に符合する固有番号の者を開票立

会人の予定者（以下「予定者」という。）とする。 

⑷ 予定者の中に同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかる者が３人以上ない

ときは、当該予定者をそのまま開票立会人とする。 

⑸ 予定者の中に同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかる者が３人以上ある

ときは、同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかる予定者ごとに次の要領でく

じを行う。 

ア 予定者の固有番号と同じ数値を記載したくじ棒をくじ箱に入れる。 

イ くじ箱から２本のくじ棒を取り出し、そのくじ棒に記載された数値に符合する固有番号の予定

者を開票立会人とする。 

２ 開票立会人となるべき者として届出があった者が10人を超えない場合 

開票立会人となるべき者として届出があった者の中に同一の政党その他の政治団体に属する候補

者の届出にかかる者が３人以上あるときは、前記１⑸に準じてくじを行う。 

（根拠） 

・議決  公職選挙法第62条第２項及び第４項の規定による。 

 

○公職選挙法（抜粋） 

（開票立会人） 

第 62条 

２ 届出のあつた者が、10人を超えないときは直ちにその者をもつて開票立会人とし、10人を 

超えるときは届出のあつた者の中から市町村の選挙管理委員会がくじで定めた者 10人をもつて 

開票立会人としなければならない。 

 

４ 届出のあつた者で同一の政党その他の政治団体に属する公職の候補者の届出にかかるもの 

が３人以上あるときは、第２項の規定にかかわらず、その者の中で市町村の選挙管理委員会がく 

じで定めた者２人以外の者は、開票立会人となることができない。 
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議題 (7) 
議案第 24号 

 

   福岡県知事選挙における投票管理者及びその職務代理者の選任について 

 

令和７年３月23日執行予定の福岡県知事選挙における城南区の各投票区の投票管理者及びそ 

の職務代理者を次のように選任し、告示する。 

 

令和７年３月５日 

福岡市城南区選挙管理委員会 

                       委 員 長  古 賀   勉 

 
 

 各投票区の投票管理者及び職務代理者 
  別紙のとおり 
 
 
 
 
 

（根拠） 

・議決  公職選挙法第 37条第２項及び同法施行令第 24条第１項の規定による。 

・告示  公職選挙法施行令第 25条の規定による。 

 

○公職選挙法（抜粋） 

（投票管理者） 

第 37条 

２ 投票管理者は、選挙権を有する者の中から市町村の選挙管理委員会の選任した者をもつて、

これに充てる。 

 

○公職選挙法施行令（抜粋） 

 （投票管理者の職務代理者又は職務管掌者の選任）  

第 24条 

１ 市町村の選挙管理委員会は、投票管理者に事故があり、又は投票管理者が欠けた場合におい 

て、その職務を代理すべき者を、選挙権を有する者の中から、あらかじめ選任しておかなければ 

ならない。 

 

第 25条  

市町村の選挙管理委員会は、法第 37 条第２項又は前条第１項の規定により投票管理者又はそ

の職務を代理すべき者を選任した場合には、直ちにその者の住所及び氏名（二人以上の投票管理

者又は二人以上の投票管理者の職務を代理すべき者に交替して職務を行わせることとしたとき

は、これらの者の住所及び指名並びにこれらの者が職務を行うべき時間）を告示しなければなら

ない。 
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議題 (8) 
議案第 25号 

 

   福岡県知事選挙における投票立会人の選任について 

 

令和７年３月23日執行予定の福岡県知事選挙における城南区の各投票区の投票立会人を次のよ

うに選任する。 

 

令和７年３月５日 

福岡市城南区選挙管理委員会 

                       委 員 長  古 賀   勉 

 

 
 各投票区の投票立会人 

   別紙のとおり 
 
 
 
 
 
 
 

（根拠） 

・議決  公職選挙法第 38条第１項の規定による。 

 

○公職選挙法（抜粋） 

（投票立会人） 

法第 38条 

１ 市町村の選挙管理委員会は、各選挙ごとに、選挙人名簿に登録された者の中から、本人の承 

諾を得て、２人以上５人以下の投票立会人を選任し、その選挙の期日前３日までに、本人に通知 

しなければならない。 
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議題 (9) 
議案第 26号 

 

   福岡県知事選挙における開票管理者及びその職務代理者の選任について 

 

令和７年３月23日執行予定の福岡県知事選挙における城南区開票区の開票管理者及びその職 

務代理者を次のように選任し、告示する。 

 

令和７年３月５日 

福岡市城南区選挙管理委員会 

                       委 員 長  古 賀   勉 

 

 
開票管理者及び職務代理者 

  別紙のとおり 
 
 
 
 
 
 
 
 

（根拠） 

・議決  公職選挙法第 61条第２項及び同法施行令第 67条第１項の規定による。 

・告示  公職選挙法施行令第 68条の規定による。 

 

○公職選挙法（抜粋） 

（開票管理者) 

第 61条  

２ 開票管理者は、当該選挙の選挙権を有する者の中から市町村の選挙管理委員会の選任した 

者をもつて、これに充てる。 

 

○公職選挙法施行令（抜粋） 

 （開票管理者の職務代理者又は職務管掌者の選任) 

第 67条 

１ 市町村の選挙管理委員会は、開票管理者に事故があり、又は開票管理者が欠けた場合にお 

いてその職務を代理すべき者を、当該選挙の選挙権を有する者の中から、あらかじめ選任してお

かなければならない。 

 

 （開票管理者又はその職務代理者の氏名等の告示) 

第 68条 市町村又は都道府県の選挙管理委員会は、開票管理者又はその職務を代理すべき者を 

選任した場合においては、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。 

 

 


